
別紙 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令案 

 

○海防法施行令第五条、別表第一及び別表第一の二を改正する部分は、下記傍線部を予定

しております。（傍線部分が意見募集の対象になります。） 

 

（埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準）  

第五条 （略）  

２ 次に掲げる廃棄物を埋立場所等に排出する場合における法第十条第二項第四号の政令

で定める排出方法に関する基準は、当該埋立場所等に廃棄物及び海水が海岸（第一号から

第三号までに掲げる廃棄物にあつては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において

同じ。）に流出し、又は浸出しないよう護岸、外周仕切施設その他の施設が設けられ、当

該埋立場所等が当該埋立場所等以外の海域（第一号から第三号までに掲げる廃棄物にあつ

ては、当該埋立場所等以外の場所。以下この項において同じ。）としや断されている場合

を除き、当該埋立場所等から廃棄物及び海水が海洋に流出し、又は浸出しないよう護岸、

外周仕切施設その他の施設を設けることにより当該埋立場所等を当該埋立場所等以外の海

域としや断した上で排出することとする。この場合において、当該埋立場所等から海洋に

流出し、又は浸出してはならない廃棄物には、当該埋立場所等にある他の廃棄物を含み、

海水には、当該埋立場所等に設けられている余水吐きから流出する海水でその水質が環境

省令で定める基準に適合しているものを含まないものとする。 

一～三 （略） 

四 廃棄物処理令別表第三の三第一号、第二号、第八号から第二十二号まで、第二十四

号及び第三十三号に掲げる物質並びにダイオキシン類（ダイオキシン類対策特別措置

法（平成十一年法律第百五号）第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。）を

含む水底土砂（環境省令で定める基準に適合しないものに限る。） 

五 （略） 

３ （略） 

 

別表第一（第一条の二関係）  

一 Ｘ類物質等 

イ Ｘ類物質 

（１）～（１２） （略） 

（１３） エトキシ化タローアミン（濃度が九十五重量パーセントを超えるもの

に限る。） 

（１４） エトキシ化プロポキシアルキルアミン（アルキル基の炭素数が十二か

ら十六までのもの及びその混合物に限る。） 



（１５）～（６３） （略） 

（６４） フタル酸ジアルキル（アルキル基の炭素数が七から十三までのもの（フ

タル酸ジイソオクチル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシ

ル、フタル酸ジノニル及びフタル酸ジヘプチルを除く。）及びアルキ

ル基の炭素数が七から十三までのものの混合物（フタル酸ジイソオク

チル、フタル酸ジウンデシル、フタル酸ジトリデシル、フタル酸ジノ

ニル及びフタル酸ジヘプチルのみから成る混合物並びにフタル酸ジデ

シル及びフタル酸ジノニルの混合物を除く。）に限る。） 

（６５）～（７２） （略）  

（７３） メチルターシャリペンチルエーテル 

（７４）～（７７） （略） 

（７８） 燐酸アルキルアリール（燐酸ジフェニルトリルの含有率が四十重量パ

ーセントを超えるものであつて、オルト異性体が〇・〇二重量パーセ

ント未満のものに限る。） 

（７９）・（８０） （略） 

（８１） 法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物のうち

環境大臣が海洋環境の保全の見地から有害である物質として指定するも

の 

ロ・ハ （略） 

ニ イ（（８１）を除く。）、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに

イ（（８１）を除く。）、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ、第三号イ、

ロ若しくはハ又は別表第一の二（第十六号を除く。）に掲げる物質から成る

混合物及び法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合物

（イ（８１）を除き、同号に規定する原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮

発油その他の国土交通省令で定める油とイ（（８１）を除く。）、ロ若しく

はハ、次号イ、ロ若しくはハ、第三号イ、ロ若しくはハ又は同表（第十六号

を除く。）に掲げる物質との混合物に限る。）であつて、これを構成する各

物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じ

それぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める

数値以上であるもの 

ホ （略） 

   二 Ｙ類物質等 

イ Ｙ類物質 

（１）～(１８)  （略） 

(１９)  アセトフェノン及び一―フェニルエタノールの混合物（アセトフェノン

の濃度が十五重量パーセント以下のものに限る。） 



（２０）～(３７)  （略） 

(３８) 長鎖アルキルサリチル酸カルシウム（アルキル基の炭素数が十以上のも

の及びその混合物に限る。） 

(３９)～(４４)  （略） 

(４５) アルキルトルエン（アルキル基の炭素数が十八以上のもの及びその混合

物に限る。） 

(４６)  アルキルトルエンスルホン酸（アルキル基の炭素数が十八から二十八ま

でのもの及びその混合物に限る。） 

(４７) アルキルトルエンスルホン酸カルシウム（アルキル基の炭素数が十八か

ら二十八までのもの及びその混合物に限る。）とほう酸カルシウムとの

複塩 

(４８)  アルキルトルエンスルホン酸カルシウム塩（アルキル基の炭素数が十八

から二十八までのもの及びその混合物に限る。） 

(４９)～(６１)  （略） 

(６２) アルケン酸ポリヒドロキシアルキルエステルのほう酸塩 

(６３)～(１０２)  （略） 

(１０３) 塩化アルミニウム及び塩酸の混合物 

(１０４)～(１０６)  （略） 

(１０７)  オクタメチルシクロテトラシロキサン 

(１０８)～(１２４)  （略） 

(１２５)  ぎ酸セシウム溶液 

(１２６)～(１７６)  （略） 

(１７７) シクロペンテン、一・三―ペンタジエン及びそれらの異性体の混合物

（一・三―ペンタジエンの濃度が五十重量パーセントを超えるものに

限る。） 

(１７８)～(１８１) （略） 

(１８２)  直鎖脂肪族アルコール（炭素数が八以上のもの及びその混合物に限

る。） 

(１８３)～(２１６)  （略） 

(２１７) ジシクロペンタジエン及びジシクロペンタジエン二量体の混合物（ジ

シクロペンタジエンの濃度が八十一重量パーセント以上八十九重量パ

ーセント以下のものに限る。） 

(２１８)～(２３４)  （略） 

(２３５) ジャトロファ油 

(２３６)  臭化ナトリウム溶液（濃度が五十重量パーセント未満のものに限る。） 

(２３７)～(２４９)  （略） 



(２５０) チオ燐酸ジアルキルナトリウム塩溶液 

(２５１)～(２５３)  （略） 

(２５４)  テトラデシルアルコール、デシルアルコール及びドデシルアルコール

の混合物 

(２５５)～(２５７)  （略） 

(２５８) テレフタル酸ジブチル 

(２５９)～(２８３)  （略） 

(２８４) ナトリウムメトキシド（濃度が二十一重量パーセント以上三十重量パ

ーセント以下のメチルアルコール溶液に限る。） 

(２８５)～(３１４)  （略） 

(３１５)  パーム核油脂肪酸（蒸留物に限る。） 

(３１６)～(３３６)  （略） 

(３３７) フタル酸ジデシル及びフタル酸ジノニルの混合物 

(３３８)～(３９１)  （略） 

(３９２) ポリオレフィンアミドアルケンアミンポリオール 

(３９３)～(３９８)  （略） 

(３９９)  ポリオレフィンポリアミンこはく酸イミドのオキシスルフィドモリブ

デン錯体 

(４００) ポリ（ジアリルジメチルアンモニウムクロライド）溶液 

(４０１)～(４２３)  （略） 

(４２４)  Ｎ―メチルアニリン 

(４２５)～(４６４)  （略） 

ロ・ハ （略） 

ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに前号イ（（８１）を除

く。）、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表

第一の二（第十六号を除く。以下この表において同じ。）に掲げる物質から

成る混合物及び法第三条第二号の規定により国土交通省令で定める油性混合

物（前号イ（８１）を除き、同条第二号に規定する原油、重油、潤滑油、軽

油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と前号イ（（８１）を除

く。）、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ、次号イ、ロ若しくはハ又は別表

第一の二に掲げる物質との混合物に限る。）であつて、これを構成する各物

質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度に応じそ

れぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の定める数

値の範囲内であるもの 

三 Ｚ類物質等 

イ Ｚ類物質 



（１）～（１１） （略） 

（１２） アルキルアリールスルホン酸カルシウム（アルキル基の炭素数が十一

から五十までのもの及びその混合物に限る。） 

（１３）～（２０） （略） 

（２１） 二―エチルブタンジニトリル及び二―メチルグルタロニトリルの混合

物（二―エチルブタンジニトリルの濃度が十二重量パーセント以下の

ものに限る。） 

（２２）～（２４） （略） 

（２５） 塩化アンモニウム溶液（濃度が二十五重量パーセント未満のものに限

る。） 

（２６） 塩化カリウム溶液（濃度が二十六重量パーセント以上のものに限る。） 

（２７）～（３５） （略） 

（３６）  ぎ酸の混合物（ぎ酸ナトリウムの含有量が二十五重量パーセント以下

であつて、プロピオン酸の含有量が十八重量パーセント以下のものに

限る。） 

（３７）～（５２） （略） 

（５３） 酢酸ナトリウム、しゆう酸ナトリウム及びリグニン（木材から生成す

るものに限る。）の混合物 

（５４）～（７３） （略） 

（７４）  二・二―ジメチルプロパン―一・三―ジオール及びその溶液 

（７５）～（７８） （略） 

（７９）～（１２１） （略） 

（１２２） ポリエチレングリコールメチルブテニルエーテル（分子量が千を超

えるもの及びその混合物に限る。） 

（１２３）～（１４９） （略） 

（１５０） リグニンスルホン酸マグネシウム塩溶液 

（１５１）～（１６０） （略） 

ロ・ハ （略） 

ニ イ、ロ又はハに掲げる物質のみから成る混合物並びに第一号イ（（８１）を

除く。）、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ又は別

表第一の二に掲げる物質から成る混合物（別表第一の二に掲げる物質のみか

ら成るものを除く。）及び法第三条第二号の規定により国土交通省令で定め

る油性混合物（第一号イ（８１）を除き、同条第二号に規定する原油、重油、

潤滑油、軽油、灯油、揮発油その他の国土交通省令で定める油と第一号イ（（８

１）を除く。）、ロ若しくはハ、前号イ、ロ若しくはハ、イ、ロ若しくはハ

又は別表第一の二に掲げる物質との混合物に限る。）であつて、これを構成



する各物質の濃度を重量パーセントで表した数値に当該物質の有害性の程度

に応じそれぞれ環境大臣の定める係数を乗じて得た数値の合計が環境大臣の

定める数値未満であるもの 

備考 （略） 

 

別表第一の二（第一条の三関係）  

一 塩化カリウム溶液（濃度が二十六重量パーセント未満のものに限る。） 

二 オレンジ果汁 

三・四 （略） 

五 グリセリンエトキシラート 

六～八 （略） 

九 炭酸カルシウム 

十 炭酸水素ナトリウム溶液（濃度が十重量パーセント未満のものに限る。） 

十一・十二  （略） 

十三 二酸化けい素 

十四～二十一 （略）  

備考 （略） 


